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○議長（中西峰雄君）一般質問を続けます。 

 順番４、11番 岩田君。 

〔11番（岩田弘彦君）登壇〕 

○11番（岩田弘彦君）議長のお許しをいただ

きましたので、通告に従い一般質問を行いま

す。 

 質問項目は、事前通告では大きく２問でし

たが、２番目の医療もしくは橋本医療圏に関

しての質問につきましては、きょう行われま

した上久保議員の質問とほぼ同じでしたので、

自粛させていただきまして、今回は１問、地

域経済・地域産業の活性化についてでありま

す。 

 最近よく言われるのに東京一極集中、中央

集権から地域の時代へという流れの中で、や

っぱり一番問われているのは地域の経済、地

域産業の活性化待ったなしという状態になっ

ておると思います。その観点に立ちまして、

何点か質問させていただきます。 

 ①付加価値を地域内で創出し、雇用と所得

を確保するとともに、若者や子どもも集落に

定住できる地域社会を構築する取り組みとし

て、農業の６次産業化、地域農業の総合産業

化が全国各地で推進されています。本市の取

り組みと今後の方策についてお聞きします。 

 ②地域発の商品・サービスのブランド化と

地域イメージのブランド化を結びつけ、好循

環を生み出し、地域外の資金や人材を呼び込

む、持続的な地域経済の活性化を図る「地域

ブランドの形成」における本市の取り組みと

今後の方策についてお聞きします。 

 ③地域への経済波及効果が大きいことから、

「地産地消ご当地グルメ」や「Ｂ級ご当地グ

ルメ」で地域おこしをしようという動きが全

国各地で見られます。特に、これは皆さんテ

レビでもよくご存じやと思いますが、全国大

会の「Ｂ－１グランプリ」で有名になれば、

大きな経済効果が報告されています。本市の

取り組みと今後の方針についてお聞きします。 

 ④民間委託や指定管理者制度の受け皿とな

る法人がほとんど市外では、雇用の流出と関

連地元業種の減少による地域経済の衰退が心

配されます。市内に受け皿の育成・市内雇用

の確保・地元関連業種の活用については、ど

のように考えているのか。 

 ⑤地場産業の活性化において、国の多くの

支援メニューの活用が可能になる「紀州へら

竿」の伝統工芸品の国指定について、本市は

どのように取り組んでいるのか。 

 以上について、１回目の質問を終わります。

答弁よろしくお願いします。 

○議長（中西峰雄君）11番 岩田君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 企画部長。 

〔企画部長（吉田長司君）登壇〕 

○企画部長（吉田長司君）４点目の、民間委

託や指定管理者制度の受け皿の育成・市内雇

用の確保・地元関連業種の活用についてお答

えします。 

 はじめに、市内雇用の確保について、現在、

民間への業務委託状況は、専門性を有する業

務を除き市内業者、各種団体、区・自治会等

への委託を行っており、市外業者へ委託する

場合も積極的に市内在住の方の雇用に努めて

いただいています。庁舎総合管理業務におい

ては、従業員12人中９人が市内在住であり、

学校給食調理及び配送業務にあたっては、28

人中27人が市内在住です。指定管理者制度導
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入施設においても、現在、２施設が市外業者

ですが、全体の従業員数35人に対して29人が

市内在住と８割以上の方が市内雇用となって

います。 

 さらに、本市では、主要施策の一つとして

企業誘致を重要課題と位置付け、市民が安心

して働き、定住することのできる雇用の場の

確保に努めています。雇用の確保は、消費拡

大等による地域経済・地域産業の活性化につ

ながると考えており、少子高齢化による労働

力人口の減少対策としても必要不可欠である

と考えています。また、本市の現状を踏まえ

た中で、行政だけでなく、市民、ＮＰＯ、企

業などが積極的に公共的な財・サービスの提

供者となり、教育や子育て、まちづくり、介

護や福祉などの身近な分野において、共助の

精神で活動する市民活動支援補助事業（公募

型）を平成22年度からスタートさせ、「新しい

公共」の支援も推進しています。これは地域

力を向上させることにより、将来的に地域経

済・地域産業の活性化だけでなく、地域全体

の活性化につながるものと考え、合併後、さ

まざまな検討協議を重ねながら取り組んでま

いりました。 

 受け皿の育成については、企業経営の円滑

化・合理化や近代化のための各種制度資金の

活用を促進していますが、企業誘致による効

果は、個人が新たな職業能力や技術を身につ

けるチャンスとなるばかりでなく、地元企業

に与える影響も大きく、成長にもつながって

いくものと考えています。市内のＮＰＯ等の

育成についても、和歌山県ＮＰＯサポートセ

ンター主催による出前講座を要請するなど、

これからＮＰＯ法人の設立をめざす団体等の

支援も行っていく考えです。受け皿の育成に

ついては、今後も現行支援制度のさらなる活

用促進を図るとともに、国や県において、適

当な支援事業がないかを研究してまいりたい

と考えます。 

 地元関連業種の活用については、引き続き

公共事業への参加機会の拡大を念頭に、事業

実施を行っていきたいと考えています。 

 最後ではございますが、雇用の確保と安定

化を図ることは、消費を拡大し、市民生活の

向上、地域経済・地域産業の活性化、そして、

元気な橋本市の実現につながっていくものと

考えています。まだまだ解決しなければなら

ない課題も山積していますが、議員の皆さま

におかれましては、ご理解とご協力のほど、

よろしくお願いいたします。 

○議長（中西峰雄君）経済部長。 

〔経済部長（岡松克行君）登壇〕 

○経済部長（岡松克行君）地域経済・地域産

業の活性化についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 １点目の、地域農業の総合産業化の取り組

みと今後の方策については、従来、農家は農

産物を生産することに専念し、自ら加工や販

売に携わることについて関心が低い状況にあ

りました。しかし、近年、やっちょん広場を

はじめとする直売所が生産者に身近な販売チ

ャンネルとして確立しています。消費者にと

っても地産地消に対する意識の高まりや、安

全で安心な農産物が求められることがあり、

農産物直売所の活況を支える要因となってい

ます。 

 ここでは、直売所が第１次産業と第３次産

業の融合した形と言えます。また、このほど

橋本市養鶏農業協同組合では、地元産の卵を

使ったロールケーキなどのスイーツを開発し、

直営店での販売にこぎつけており、生産から

販売までを手がける６次産業化が具体化され

ています。ここでは、県の新農林水産業戦略

プロジェクトの承認を受け、補助事業により

機器の導入が行われています。 

 また、本年度、経営体育成交付金事業が創
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設され、新規就農者や認定農業者が行う農産

物の生産、加工、流通、販売に必要とされる

機械や施設の整備に対して交付金が助成され

ることになっており、農業の６次産業化を支

援するメニューが用意されています。生産者

が加工部門や販売部門へ入っていくことは、

収益性の改善や雇用の確保、消費者ニーズの

把握など、産地の活性化に大きなメリットが

あると考えられます。 

 市といたしましても、県と連携しながら、

これらの事業の周知並びに活用を積極的に呼

びかけてまいりたいと考えます。 

 続きまして、２点目の「地域ブランドの形

成」における本市の取り組みと今後の方策に

ついてお答えします。 

 平成21年度から３年間、紀州繊維工業協同

組合が、高野口パイルブランドの確立と育成

をめざすとともに、新たな販路開拓に取り組

むため、経済産業省の支援を受け、「ＪＡＰＡ

Ｎブランド育成支援事業」に取り組んでいま

す。 

 この「ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業」

は、地域の歴史や文化の中で育まれてきたす

ばらしい素材や技術などの地域資源を、地域

ならではの「強み」ととらえた上で、地域の

中小企業が一丸となって、現代の生活に彩り

を添える魅力的な商品やサービスを生み出し

ていくことを支援し、地域の強みを生かした

製品などの価値を高めていくことをめざす事

業です。この事業の取り組みの中で、上海、

香港、東京での展示会への出展、参加各事業

所による新商品の開発等を行っています。 

 本市も、この事業に取り組む紀州繊維工業

協同組合を支援してまいりたいと考えていま

す。今後の課題といたしましては、平成23年

度をもって終了する「ＪＡＰＡＮブランド育

成支援事業」の後、どのように振興を図って

いくのか、紀州繊維工業協同組合、高野口町

商工会、橋本商工会議所、県と協議検討を図

りながら、国、県の効果的な支援策を模索し

てまいりたいと考えています。 

 次に、３点目の「Ｂ級ご当地グルメ」によ

る地域おこしに対する本市の取り組みと今後

の方策についてですが、平成21年度から、県

の交付金事業であります、ふるさと雇用再生

特別基金活用事業として橋本商工会議所に委

託し、商業活性化事業に取り組んでいただい

ています。その中で、橋本市の地場産品を活

用し、地域の活性化を図れないかということ

で「ひね鶏」に目を付け、はしもとご当地グ

ルメ「ひねメニュー」の開発を市内飲食店・

食品事業者に働きかけていただいています。 

 今年度は「まっせ・はしもと」の会場内で、

市民へのＰＲを兼ねてひねメニューコンクー

ル「ひねＣＯＮ」を開催いたしました。 

 将来的に「Ｂ－１グランプリ」に参加する

ためには、市内事業所の統一メニューの開発

等、さまざまな課題もあるかと思いますが、

今後も橋本商工会議所と連携を図りながら、

検討してまいりたいと考えています。 

 最後に、５点目の、伝統工芸品「紀州へら

竿」の国指定の本市の取り組みですが、「伝統

工芸品産業の振興に関する法律」は、「一定の

地域で主として伝統的な技術又は技法等を用

いて製造される伝統的工芸品」の産業の振興

を図り、国民の生活に豊かさと潤いを与える

とともに地域経済の発展に寄与し、国民経済

の健全な発展に資することを目的」に制定さ

れています。 

 工芸品の産地組合等からの申請に基づき、

指定要件を満たすものを経済産業大臣が「伝

統的工芸品」として指定されます。大臣指定

を受けるためには、次の要件を備えていなけ

ればなりません。 

 一つ目は「主として日常生活に供されたも

のであること。」 
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 二つ目は「製造過程の主要部分が手工業的

であること。」 

 三つ目は「一定の地域において、少なくな

い者が、その製造を行い、携わっていること。」

この「一定の地域」とは、当該工芸品の製造

される地域を指し、「少なくない者」とは、原

則として10企業以上または30人以上の従事者

を意味します。 

 四つ目は「伝統的技術または技法によって

製造されるものであること。」ここで言う「伝

統的」とは、原則として当該工芸品の製造す

る技術または技法が100年以上の歴史を有し、

今日まで継続していることが必要です。 

 五つ目は「伝統的に使用されてきた原材料

であること。」ここで言う「伝統的」も四つ目

と同じく、原則として100年以上の歴史を有し、

今日まで継続していることが必要です。 

 本市における「紀州へら竿」の歴史は、文

献によりますと昭和初期からになりますので、

若干100年に満たないため、この要件を満たす

ことができません。しかし、今後とも紀州製

竿組合と協力しながら、認定要件となる年数

を満たす資料を探し、県と協議してまいりた

いと考えています。 

 以上、ご理解のほど、よろしくお願いいた

します。 

○議長（中西峰雄君）この際、２時15分まで

休憩いたします。 

（午後２時１分 休憩） 

                     

（午後２時15分 再開） 

○議長（中西峰雄君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を行います。11番 岩田君、再質

問ありますか。 

 11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）答弁ありがとうござい

ました。積極的な、前向きな平均答弁でござ

いましたので、ありがとうございました。 

 まず、そしたら①のほうから再質問をさせ

ていただきます。 

 養鶏組合のことを事例に出されて説明さし

てもうたんですが、私思うに、もう単純に第

１次産業で、養鶏組合のことを例えさせてい

ただいたら、卵だけを生産して、卵だけを売

っていると、やっぱり大手企業にたたかれま

くって値段安なってという状況なので、生産

だけで雇用になってしまうと。そこに加工を

ひっつけて、販売もひっつけて、橋本市から

発信して販路をつくっていくということにな

りますと、加工の部分でも販売の部分でも地

元雇用、メイドイン橋本で全国発信していけ

るという、そういう取り組みで、ああいい取

り組みだなあと思いながら、私もご協力させ

ていただいています。１年前からお話いただ

きましたのでね。あんたもちょっと意見出し

てくれとかいう意見ございまして、先日来、

オープンのときも買いに行かしてもうたら、

結構の盛況でした。 

 ただ、そこで一点気になるのは、これ、具

体的な例で説明させてもらいたいんですが、

そこだけでロールケーキが売れると、市内の

ほかのケーキ屋さんのかわりにロールケーキ

が売れるというパターンになったんではよく

ないわけですよ。どういうふうにならないと

いけないかというと、市外から買いに来てい

ただくか、市外に売っていくか。 

 それを今よく言われる、私も流通業界にい

ますので、わかりやすい例えしますと、今ま

ではナショナルブランド化と言われたんです

わ。わかりやすい話をしますと、僕、マヨネ

ーズ好きですのでマヨネーズをとりますと、

ナショナルブランドといえばキューピーか味

の素なんです。ローカルブランドというのも

あるわけです。だから、昔は全国どこへ行っ

ても同じ品質で、コストを低くして同じもの
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が流通できるようにと大量生産で頑張った。

最近は、やっぱりローカルブランドを大事に

しようということで、これはまた別の具体的

な例を説明しますと、味ぽんです。味ぽんっ

て昔、固有名詞出してええんかどうかわかり

ませんが、ミツカン味ぽんというのがあった

らよかったんですよ。ところが今、味ぽん買

いに行くと、どえらい種類あるでしょう。馬

路村何とか、ゆず村とかありますやん。あれ

がやっぱりローカルブランドの全国発信なん

ですわ。 

 ナショナルブランドはナショナルブランド

でやったらええ。ところがナショナルブラン

ドだけじゃない時代、ローカルブランドを全

国発信する時代ということで、そのローカル

ブランドをつくれたところは馬路村でもそう

ですし、ゆず村でも。ゆず村の村長さんなん

か道つくっていらん。山のほうがええと。イ

ンターネットでも何でも、自分とこのゆずの

製品を全国発信して、うちもうけてまっから

と、こういうことを東京の研修でも言うてま

したよ。 

 そういうことを考えていかんなんというこ

とで、よく行政にあるのは、そういういろん

なメニューがあって、補助金使えるようにし

ましたよ、支援もしましたよ、ほんでやっと

できましたよ。問題はその後です。そこから

やっぱり販路を広げていってあげるとか、全

国からその品物が売れるようにするとか、も

しくは橋本市内の市民全員かかって、手土産

にするんやったらこういうものを持っていく

ようにしようよとか、まあ言えば、ナショナ

ルブランドのドーナツを持っていくんであれ

ば、このロールケーキを手土産にしようよと

言うたほうが、橋本市には大きなメリットが

あるわけですね。そういうことを、やっぱり

行政も市民も一緒になってやっていかないと、

なかなか販路を開拓して育てていくというこ

とにはならないと。私、流通業の一つの意見

としてそう思うんです。 

 今後の展開として、その辺が一番大事なの

で、市内でだれがケーキ売るかという話じゃ

ないんで、メイドイン橋本の商品をいかに全

国の人に、もしくは来ていただいて買ってい

ただけるかという作戦までいかないと、なか

なか難しいところがあると思うので、その辺

の販路拡大についての方策的なところ、今、

思うところがあるんでしたら答えていただき

たいんですが。 

○議長（中西峰雄君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）ただ今のご質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

 今、岩田議員おっしゃられるように、橋本

市でその商品は開発したと。その商品を橋本

市の需要だけでつくっていっても何もならん

という話は、ごもっともな話と思います。 

 その中で、販路開拓、これが一番難しいと

いう、流通の中でも販路開拓が一番難しいと

いうことをよくお聞きします。その中で、今、

一つの例をとらしていただいたら、３番にも

ありますけどもＢ級グルメ、当地での素材を

生かした商品について、全国的にＰＲをする

というのがこのＢ級グルメ、ご当地グルメに

なろうかと思います。そこらにつきまして、

今、一つの例としましては、橋本市の養鶏組

合がつくっていただいたロールケーキ、また

プリン等について、いろんな各イベント等々

でご紹介もさせていただいた中で、ほかの、

ひね鶏のメニューもございます。そこらにつ

いて全国発信をできるような体制、これが一

番必要かと思いますが、いっぺんにはそこま

で行かんとは思いますけども、その製造のキ

ャパも踏まえまして、今後の課題とさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）課題で片付けらんと、
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やっぱりそっち向いて積極的にやってもらわ

ないと、ちっちゃなことなんですけど、私も

市外へ行ったらしゃべろうと思ってます。橋

本市にこんな、地元のこんなええのあるんよ

と、もうしゃべることでもええし、一番効く

のは、市長がなんばの駅へ寄ったときでも、

どこか行ったときでも、うちにこんなんあり

ますんやと言うただけでも売れたりするし、

極端なこと言うたら、なんばの駅で、豚まん

買うんやったらロールケーキあるでという戦

略に出るとか、ほんで、まあ言えば百貨店の

バイヤーっていてはるんですよ。百貨店とい

うのは、高品質の付加価値の高いものを売る

のが百貨店ですので、スーパーマーケットで

はございませんので、その中で主体となって

やっている方の間をとってあげるとか、そう

いうふうなことをやっていって、ちょっとず

つでもやっぱり努力をしていくと、それなり

のものにはなっていくと思うので、そっち向

いての取り組みをやったってほしい。課題や

なくて一生懸命すると。それはもう担当部長

が旗振ったら、市長行かなしゃあないし、市

長、これについては現場よう行く人やからね。

そういうふうに、やっぱり部長のほうから仕

掛けてあげるとか、そういうのをお願いした

いんですが、答弁お願いします。 

○議長（中西峰雄君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）ただ今のご質問で

ございますけども、私らが、例えばよそへ行

ってこういうメニューがありますよというこ

とで、会議なりほかのイベントについてご紹

介もさせてもうて、そこらについて普及をし

ていくというのは、いっこもやぶさかやない

と思います。それにつきましては、今さっき

も言わしていただいたんですけども、各イベ

ントなり、人が集まるところの中で、橋本市

にはこういういいものがあるよということの

ＰＲを積極的にやっていきたいとは考えてお

ります。 

○議長（中西峰雄君）11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）何回も何回も言うても

しゃあないから、バイヤーとかそんなつなが

りあったら、それも紹介してあげるとか、そ

ういうこともやってあげてください。 

 この養鶏組合が取り組みをする前に、一つ

アイデアないかというのを、組合の方に聞か

れたので答えたことあるんやけど、ＪＡが柿

酢つくってますよね。築野さんが米油つくっ

てますね。で、卵の生産が和歌山県の60％。

これ、三つ足すとマヨネーズができるんです

わ。そういう紀北ブランドのマヨネーズをつ

くったらどうかと、これは県の担当の人にも

言わしてもうたんやけど、僕も一回つくって

みたんやけど、コスト高くてしゃあないんで

すわ。そういう挑戦もちょっとずつして、い

ろんなアイデアをみんなで出し合いながら、

地域発の全国展開にできるものをつくってい

くことが本来の農業の総合産業化であります

ので、それをただ単に市内だけで売っておっ

たんでは経済効果がないと。もしくは九度山

町なんかいったら典型なんですけど、ソバの

実つくって、ソバを加工して、そば屋さんし

て、外から来てもうた人にそのそばを食べて

もらうというたら、そこで皆雇用あるわけで

すわ。そういうふうな考え方と思いますので、

積極的に進めていただくことをお願いして、

次、２番に行かしていただきます。 

 ２番の地域ブランド、これ、ＪＡＰＡＮブ

ランドで繊維組合がやっておられると。答弁

のほうで、次のことも考えて頑張って市も協

力してやりますという答弁いただいたので、

私はそれで結構なんですが、これも気になる

のが、なかなか生地だけやったら、やっぱり

生地生産世界中でやってたら、生地だけやっ

たらやっぱりコストで負けるんですよ。とこ

ろが、ブランドの商品に仕上げると、皆ルイ・
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ヴィトンのバッグ、高くても買うでしょう。

ああいう形にまで持っていくというのが本来

のＪＡＰＡＮブランドの考え方なので、その

次の展開って、僕は非常に大事やと思います

ので、商品化してＪＡＰＡＮブランドの、高

野口パイルブランドの商品というものも表に

出していって、またこれ、今でしたら生地つ

くるまでに地場産業ですやんか。その上に商

品化する加工の部分でも雇用を生んでいける

と、そういうことになりますので、そういう

商品化のほうにも力を出したってほしいと。

答弁で、３年間終わっても次の段階でいろん

なメニューを駆使しても、市も協力してやっ

ていきますということでございましたので、

積極的に取り組んでください。 

 ただ、これにつきましては、やる気の人と

一緒に話をしないと、行政がやってしまうと、

行政って、言葉は悪いですが企業経営はへた

くそです。物を営業したりつくったりという

のはやっぱり、というのは、そういう組織な

んよ。だれが悪い違うんやで。行政がやって

しまうと、どうしてもそこが伸びないとなっ

てしまうので、そこはやっぱり有志の人の思

いを上手に引き出して、応援してあげて、一

緒になってブランドにしてあげる、商品化に

してあげるということをやったってほしいと

いうことで、よろしくお願いいたします。 

 次に３番ですが、これで一番言いたいのは、

こんなんテレビで皆さん見たのでわかってる

と思うんだけど、今年のＢ－１グランプリの

優勝したのは甲府もつ煮です。これも鶏もつ

煮。うちでもできそうやなという気もするん

ですけども、何が感動したかって、このもつ

煮をどないかグランプリにするために、３年、

４年取り組んだのは市の職員さん軍団でした

んや。私、インタビュー聞いとって感動した

んですわ。そのメンバーが、仕事なんですか

と言ったら、こども課の職員ですというんで

すよ。その市の職員のグループで、Ｂ－１グ

ランプリでこのもつ煮を日本一にしようらと

やって、ボランティアで必死になっとるんや。

それで３年ほどかかって優勝したと。私はど

えらい感動した。 

 だから、今、ひねキングもやってますが、

ひねキング違うて、この間の柿のカレーでも

よろしいやん。いろんなことはあると思うの

で、その辺も、Ｂ－１グランプリとると経済

効果が30億円らしいです。甲府市で優勝がテ

レビで放映された次の日、あれはそば屋さん

で売ってるらしいんですが、一日の売り上げ

が５倍になったらしいです。そのぐらいの経

済効果がありますので、別に優勝せんでも、

ベスト５ぐらいにあると、だいたい全国から

Ｂ－１グルメの通の人がおったりして、なん

か寄っていってくれるところもあると思いま

すので、その辺も、一番言いたいのは、職員

も一緒になって優勝できるように頑張ったっ

てほしいと思いますが、それについて、これ、

だれに答弁してもらったらええのかわかりま

せんが、お答えよろしくお願いします。 

○議長（中西峰雄君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）ただ今のご質問で

ございますけども、このＢ級グルメ、これに

つきましては、今議員おただしのとおり、テ

レビの料理番組は大変隆盛をきわめている中

で、注目を集めております。先日の土曜日で

すか、土曜日につきましてもＢ級グルメ50選

という特番があり、いろんな地元の料理等が

紹介されておりました。このＢ級グルメとい

うのは、比較的安くておいしい名物料理、も

ともとその土地にある料理が紹介されて、広

がってきたことと思います。今言われたＢ－

１グランプリ、これについては、この一つの

大きな大会になってこようかと思います。そ

の中で、一つのいろいろな縛りがございます

けども、今言われた、橋本市の職員がいっぺ
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んそこら研究してという形については、いろ

いろなこともございまして、例えば提案者が

ございましたら、そこらを側面からご支持を

させていただいた中で、橋本市の一つのＢ－

１グルメ、そこらを形成できるような商品が

できればと考えておりますので、ご理解をよ

ろしくお願いします。 

 そういうことやなくて、一番わかりやすい

例を言うと、今回、こども園の指定者の議案

で出てるのは、九度山町の法人ですよね。九

度山町にはこども園を受けれる法人があるわ

けですやん、地元に。うちは全くない。それ

が言いたいんです。やっぱり、そういう自分

とこで受け皿を頑張ってつくって、育成して

いく部分が大事やと思うんです。やっぱり地

元に拠点を置く法人は、ふるさとに愛情があ

ると思いますので、時代が変わってもやっぱ

り市内雇用を頑張ってしようと思ってくれる

と思うんですよ。 

○議長（中西峰雄君）11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）ちょっと感覚が、わか

ってほしいところ違うのは、甲府のもつ煮は、

提案者がこども課とか関係ない課のボランテ

ィアの職員が提案者なんよ。ほんで自分らで、

まちのためになったらええと思ってつくり上

げていって、ボランティアでやったんよな。

私はそこまでせえとは言うてないんだけど、

そういう思いを持っている市民の方がおった

ら、一緒になってボランティアパワーで盛り

上げたってほしいなと。そういう、やっぱり

まちの力というところが、Ｂ－１グランプリ

のグランプリをとらしたんやなというのを私

は思いますのでね。そういう面で、仕事とし

てせえと言うてませんよ。じゃなくて、ひね

キングでいこかというふうになるんやったら、

ひねキングをみんなでがっと寄ってたかって

盛り上げるとか、ほかのもので盛り上げると

かというところをしてあげたら、ほんならす

ごくいい効果になるんで、それをやってあげ

てほしいということでございますので、決し

て仕事でせえと言うてませんので、その辺よ

ろしくお願いします。 

 今、市外の業者、市外の法人、それは社会

福祉法人やからめったなことしませんけど、

それでもやっぱり今80％かわからんけど、将

来50％になるかもわからへんて。そういう心

配もある。それと、優秀な人材いてますでし

ょう。某部長の奥さんかって、保育業界では

すばらしい人やったって話は聞いてるしね。

そういういろんな人材がいてはるんやったら、

やっぱり自分とこで頑張って、なかなか公立

の良さもわかるけど、公立ではなかなかでき

れへん、公立の枠からできれへんのやけど、

こんな保育環境もやってみたいよとかという

人もおると思うので、その皆さんがやっぱり

橋本市に、橋本市の風土もわかった皆さんが

法人をつくっていただける育成土壌というの

を、今見ておったら、言葉は悪いですが、外

から安心できる人に任して、そら世話ないわ

な。そやけどやっぱり地元に育成するという

ことも努力してほしいと。そういう気持ちで

おってほしい、というのがここの４番の本質

ですので、それについて答弁お願いします。 

 そしたら次、４番行きます。ここで、この

答弁が、ちょっと私の言いたいこととずれて

るかなという気がするんですが、市内雇用を

80％で、民間委託の受け皿も指定管理者の受

け皿も、80％ぐらいは市内雇用してもうとる

よということで、それはもうわかってます。

それと、企業誘致も頑張っとるの、これもわ

かってます。表彰されたぐらいやさかいに。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）多分その辺も、と

いうことで考えておったわけでございます。

特に、保育園の運営ということになりました

ら、福祉法人の二種の免許証ということがご

－20－ 



ざいます。そういうことで、市内にも確かに

保育園にいろんな思いがある人とか、やりた

い人もいてると思います。保育園だけじゃな

しに、ほかの福祉法人につきましても、市内

でもかなりそういう形で育っていってるとい

うことがありますので、ここに書いてますの

は、まずそういう団体、ＮＰＯ法人でも構い

ませんけど、将来はやっぱり免許証を取って

育っていってくれるようなものを大事にして

いきたいという趣旨で答弁させていただきま

した。 

 そして、九度山町と出てきましたけど、九

度山町の代表者が高野口町の方でございまし

て、市内の方かなというような、所在地で言

うたらええんか、代表者で言うたらええんか

わかりませんけども、そういう状況でござい

ますので、これから大きなものがいろいろ、

指定管理、また委託していく中では、そうい

う形で市内で受け皿が育っていくのは一日二

日で、短時間でできることではございません

ので、そういう気持ちを大事にした団体を育

てていくというような形で、育てていきたい

なという趣旨で答弁させていただきました。 

○議長（中西峰雄君）11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）前回も委員会でもあっ

たけど、資格条件の中に、やっぱり何年の経

験がないとあかんということになりますと、

橋本市に全くそんな経験ある人がいないので、

ところが、私の言いたいのは、一番最初に委

託を受けた人が何も経験なかったはずなんで

す。一番最初に受けた人はね。その人は、そ

の市は思い切って、その人らにええ法人にな

っていただいて、自分とこの市のことはちゃ

んとやってもうて、なおかつ、ほかの市の委

託をとりに行ってもらえたら、自分のまちに

根づいたええ法人ができて、そこでもまた新

たな雇用と、まあ言えば、意識が芽生えてく

るん違うかなと、活性化するん違うかなとい

うこともありますので、その辺も踏まえてよ

ろしくお願いいたします。 

 次に行きます。５番目の地場産業の活性化

について。ずっとこれ、紀州へら竿の伝統工

芸の国指定というのは長年ご努力されている

と思うんですが、私も市の図書館に行きまし

て、図書館の館長も、組合の組合長さんも一

緒になって書庫の中探して、ほんまに館長も

一生懸命探してくれたんや。うちの市だけや

ったら、なかなか資料見つかれへんわな。と

ころが、大阪にそれ以前の資料がある。系図

的に見ると100年ぐらいは過ぎてるん違うか

とかというお話もあるので、一番言いたいの

は、もう簡単に言いますが、必死になってと

って。必死になってとってよ。何でかといっ

たら、これ、大きい。この国指定。だから、

あと10年足らんとかというんやったら、10年

前の資料があったらええ。それを必死になっ

て、やっぱり橋本市が自分とこの地場産業に

対して必死になって調査する、大阪府に乗り

込んでいっても、大阪のどこかの市でありそ

うやと聞いたら、そこへ行って乗り込んで調

べてくるとか、そのぐらいのファイトを持っ

ていって、これをとれば大きい。市長も地場

産業やさかいということで、隠谷池のことと

か、そういうことにもいろんな計画されてお

るんだけど、そのときにも、指定をとってる

と国からのいろんな支援があるみたいです。

だから、それを活用できたら市の負担も少な

いわけですから、どないか必死になってとっ

てほしいと。 

 過去に必死になっておった方のお話を聞く

と、市とか県の担当者が変わるたびにテンシ

ョンが下がるんですというお話もされてまし

たので、どうかテンション上げて、積極的に

とったってほしい。あの手この手でいったっ

てほしい。これについて担当部長、答弁お願

いします。 
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○議長（中西峰雄君）経済部長。 ○議長（中西峰雄君）これをもって11番 岩

田君の一般質問は終わりました。 ○経済部長（岡松克行君）ただ今のご質問で

ございますけども、経済産業大臣が指定され

ます伝統工芸品の要件、その中で、今議員お

っしゃられたように100年の歴史を有するの

に、若干10年ほどがまだ満たないというよう

なお話を聞いております。その中で、それ以

前の歴史について、へら竿の製造技術を大阪

の師匠に学び、橋本市で生産するようになっ

たと聞いております。そのときの大阪市内の

役所がわかれば、個人的に照会するより役所

間でいろいろの問い合わせ等をやっていただ

けれへんかということを、橋本市の製竿組合

の組合長さんともお話をさせていただきまし

た。それと、そのときにも申し上げましたん

ですけども、それについては、十分製竿組合

と協力させていただく中で、文献をひもとい

た中で、要件を満たす資料を探していきたい

というような形でお答えもさせていただいた

中で、今言われた、いろいろな形の中で効果

のある経済産業大臣が指定する伝統的工芸品、

これについて指定されるような形の中で資料、

文献を探していきたいと、このように考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）そしたら、必死になっ

て、１年、２年ぐらい足らんでもええやない

かと、議員がそんなこと言うたらあかんので、

それはないですけど、それの許可をとれるよ

うな、ほかの都道府県でも必死になってると

ころも知ってます。どないかこじつけてでも

とるという、これあかんな、また不適切発言

かな。どないか頑張ってでも指定を受けると

いうことをやってますので、どうかよろしく

お願いいたします。 

 以上をもって質問を終わらせていただきま

す。どうもありがとうございました。 
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